
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 評価対象事業及び箇所 

• 評価対象事業は、環境部、農政部、林務部、建設部が所管する公共事業 

• 評価対象箇所は、事業完了後一定期間（5 年を基本）を経過した箇所で、1 事業につき 1 箇所を実
施 

２． 評価結果の概要 

• 事業効果の発現状況については、全ての箇所で事業の目的を「達成」していました。 

• 施設の維持管理状況については、全ての箇所で適切な維持管理が行われていました。 

• 住民アンケートによる地域住民等の評価（工事の必要性、税金使用の納得度、地域社会にとって
の重要性、工事結果の満足度）については、約７割の箇所が「高い」との評価でした。 

• 改善措置については、街路樹の手入れに関し、安全な視界を確保するため、小規模な改善の必要
性が認められました。今後、地域住民の方々と協議しながら、対応を検討していく予定です。 

評価結果 

部 政策評価課 評価の観点 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

事業効果の発現状況 １ ２０ － － １ ２０ － － 

事業実施に伴う自然環境の変化 １ ９ １１ － １ ９ １１ － 

施設の維持管理状況 ４ １７ － － ４ １７ － － 

地域住民等の評価  １５ ６ －  １５ ６ － 

改善措置の必要性  ２０ １ －  ２０ １ － 

事業の主たる目的以外で地域社会への貢献状況＊  ３ ４   ３ ４  

＊：貢献状況が特にない場合は、評価の対象とはしていません。 

＜評価ランクの基準＞

・事業効果の発現状況 S：目的を超えた達成　A：達成した　B：概ね達成　C：達成したとはいえない

・事業実施に伴う自然環境

　の変化
S：環境が良くなった　A：影響なし　B：影響あり　C：影響が大きい

・施設の維持管理状況 S：地域の人たちの参加あり　A：適切にされている　B：やや不十分　C：適切にされていない

・地域住民等の評価 A：評価が高い　B：中程度の評価　C：評価が低い

・改善措置の必要性 A：改善の必要なし　B：小規模な改善が必要　C：大規模な改善が必要

・事業の主たる目的以外で地

　域社会への貢献状況
A：貢献度が高い　B：貢献している　

 

 

 

長野県では、工事完了後一定期間を経過した公共事業の効果の発現状況や、改善

措置の必要性などを検証する事後評価を、平成１６年度から実施しています。 

平成２２年度は、県が事業を実施した２１事業２１箇所の評価を行いました。評価結

果は今後の同種事業の計画・調査のあり方の検討などに活用していきます。 

平成２２年度公共事業評価結果（事後評価）をお知らせします 

長野県（企画部）プレスリリース 平成 23 年（2011 年）3 月 29 日



３． 事後評価の位置づけ 

    

４． 長野県の事後評価方法の特徴 

・ 事業担当部による評価に加えて、政策評価課が現地調査を踏まえた評価を実施 

・ 評価の観点は全事業で統一 

・ 全箇所で住民アンケート調査を実施し、評価に反映 

５． 評価結果の公表 

評価資料（評価結果一覧表、評価シート、写真、アンケート結果）は、長野県公式ホームページ

(http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/hyouka/top_koukyou.htm)､県庁行政情報センター及び各合同

庁舎行政情報コーナーでご覧いただけます｡ 

 

 
 
 

事業実施の流れ
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